
（参考１） 

○ 不当景品類及び不当表示防止法（抜粋）

（昭和三十七年法律第百三十四号） 

（目的） 

第一条 この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止

するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止

について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的とする。 

（不当な表示の禁止） 

第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する

表示をしてはならない。 

一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著し

く優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しく は役務

を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、 不当に顧

客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると 認められる

もの 

二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類

似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利で

あると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的か

つ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの 

三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認され

るおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択

を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの 

（措置命令） 

第七条 内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に違反する行為が

あるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行われることを防止す

るために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることができる。そ

の命令は、当該違反行為が既になくなつている場合においても、次に掲げる者に対し、することが

できる。 

一 当該違反行為をした事業者 

二 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときに

おける合併後存続し、又は合併により設立された法人 

三 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人から分割により当該違反行為

に係る事業の全部又は一部を承継した法人 

四 当該違反行為をした事業者から当該違反行為に係る事業の全部又は一部を譲り受けた事業者 

２ （省略） 

（報告の徴収及び立入検査等） 

第二十九条 内閣総理大臣は、第七条第一項の規定による命令、課徴金納付命令又は前条第一項  

の規定による勧告を行うため必要があると認めるときは、当該事業者若しくはその者とその事  

業に関して関係のある事業者に対し、その業務若しくは財産に関して報告をさせ、若しくは帳  

簿書類その他の物件の提出を命じ、又はその職員に、当該事業者若しくはその者とその事業に  

関して関係のある事業者の事務所、事業所その他その事業を行う場所に立ち入り、帳簿書類そ  

の他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 

２～３ （省略） 

（権限の委任等） 

第三十三条 内閣総理大臣は、この法律による権限（政令で定めるものを除く。）を消費者庁長 

官に委任する。 
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２ 消費者庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を公  

正取引委員会に委任することができる。 

３ （省略） 

４ 公正取引委員会、事業者の事業を所管する大臣又は金融庁長官は、前二項の規定により委任  

された権限を行使したときは、政令で定めるところにより、その結果について消費者庁長官に  

報告するものとする。 

５～１１ （省略） 

 

 

 

○ 不当景品類及び不当表示防止法施行令（抜粋） 

（平成二十一年政令第二百十八号） 

 

（消費者庁長官に委任されない権限） 

第十四条 法第三十三条第一項の政令で定める権限は、法第二条第三項及び第四項、第三条第一  

項（消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。）及び第二項、第四条、第五条第三号、  

第六条第一項（消費者委員会からの意見の聴取に係る部分に限る。）及び第二項、第二十六条 

第二項並びに同条第三項及び第四項（これらの規定を同条第五項において準用する場合を含  

む。）の規定による権限とする。 

（公正取引委員会への権限の委任） 

第十五条 法第三十三条第一項の規定により消費者庁長官に委任された権限のうち、法第二十九条

第一項の規定による権限は、公正取引委員会に委任する。 

ただし、消費者庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。 

 

 

 

○ 一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表

示 

（令和五年内閣府告示第十九号） 

 
事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示であって、一般消費者が当該表

示であることを判別することが困難であると認められるもの
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○ 優良誤認表示（第５条第１号）

商品・サービスの品質、規格その他の内容についての不当表示

不実証広告規制（第７条第２項及び第８条第３項） 

消費者庁長官は、商品・サービスの内容（効果、性能）に関する優良誤認表

示に該当するか否かを判断する必要がある場合に、期間を定めて、事業者に表

示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。 

○ 事業者が当該資料を提出しない場合又は提出した資料が表示の裏付けと

なる合理的な根拠を示すものと認められない場合 

・第７条第２項（措置命令関連）に基づく資料提出要求：不当表示とみなす。

・第８条第３項（課徴金納付命令関連）に基づく資料提出要求：不当表示と

推定する。

○ 有利誤認表示（第５条第２号）

商品・サービスの価格その他取引条件についての不当表示

○ 商品・サービスの取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれ

があると認められ内閣総理大臣が指定する表示（第５条第３号） 

（参考２） 

景品表示法による表示規制の概要 

 

不
当
な
表
示

景
品
表
示
法
第
５
条
（
不
当
な
表
示
の
禁
止
）

① 商品・サービスの内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも

著しく優良であると示す表示

② 商品・サービスの内容について、一般消費者に対し、事実に相違して競

業事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示

① 商品・サービスの取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に

著しく有利であると一般消費者に誤認される表示

② 商品・サービスの取引条件について、競業事業者に係るものよりも取引

の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示

① 無果汁の清涼飲料水等についての表示

② 商品の原産国に関する不当な表示

③ 消費者信用の融資費用に関する不当な表示

④ 不動産のおとり広告に関する表示

⑤ おとり広告に関する表示

⑥ 有料老人ホームに関する不当な表示

⑦ 一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示
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消表対第７４８号 

令和６年８月８日 

ＲＩＺＡＰ株式会社 

代表取締役 瀬戸 健 殿 

消費者庁長官 新井 ゆたか  

  （公印省略） 

不当景品類及び不当表示防止法第７条第１項の規定に基づく措置命令 

貴社は、貴社が運営する「ｃｈｏｃｏＺＡＰ」と称する店舗において供給する別表１記載

の各サービス（以下これらを併せて「本件役務」という。）の取引について、不当景品類及

び不当表示防止法（昭和３７年法律第１３４号。以下「景品表示法」という。）第５条の規

定により禁止されている同条第１号に該当する不当な表示を行っていたので、同法第７条

第１項の規定に基づき、次のとおり命令する。 

１ 命令の内容 

⑴ 貴社は、貴社が一般消費者に提供する本件役務に係る表示に関して、次に掲げる事項

を速やかに一般消費者に周知徹底しなければならない。この周知徹底の方法について

は、あらかじめ、消費者庁長官の承認を受けなければならない。 

ア(ｱ) 貴社は、本件役務を一般消費者に提供するに当たり、例えば、令和６年３月２８

日及び同月２９日に、「＼＼１回たった１０分で／／理想の白い歯へ」と称する自

社ウェブサイトにおいて、「追加料金なしで 全サービスも２４時間使い放題！」、

「ボディメイクや美容ケアはもちろん、リラクゼーションやワーキングスペース

も好きな時にご利用可能です！」等と表示するなど、別表２「表示期間」欄記載の

期間に、同表「表示媒体・表示箇所」欄記載の表示媒体・表示箇所において、同表

「表示内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件役務のうち同表

「サービスの種類」欄記載の各サービスについて、１日２４時間のうち、いつでも

又は好きな時に利用できるかのように示す表示をしていたこと。 

(ｲ) 実際には、本件役務のうち別表２「サービスの種類」欄記載の各サービスについ

て、利用できる最大の合計時間数は同表「利用できる合計時間数」欄記載の時間数

であって、１日２４時間のうち、いつでも又は好きな時に利用できるものではな

かったこと。 

イ 前記ア(ｱ)の表示は、前記ア(ｲ)のとおりであって、本件役務の内容について、一般

消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に

別添１ 

※別添写しについては、添付を省略しています。
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違反するものであること。 

⑵ 貴社は、今後、本件役務又はこれと同種の役務の取引に関し、前記⑴アの表示と同様

の表示が行われることを防止するために必要な措置を講じ、これを貴社の役員及び従

業員に周知徹底しなければならない。 

⑶ 貴社は、今後、本件役務又はこれと同種の役務の取引に関し、前記⑴アの表示と同様

の表示を行うことにより、当該役務の内容について、一般消費者に対し、実際のものよ

りも著しく優良であると示す表示をしてはならない。 

⑷ 貴社は、前記⑴に基づいて行った周知徹底及び前記⑵に基づいてとった措置につい

て、速やかに文書をもって消費者庁長官に報告しなければならない。 

 

２ 事実 

⑴ ＲＩＺＡＰ株式会社（以下「ＲＩＺＡＰ」という。）は、東京都新宿区西新宿八丁目

１７番１号に本店を置き、フィットネスクラブ業等を営む事業者である。 

⑵ ＲＩＺＡＰは、本件役務を自ら一般消費者に提供している。 

⑶ア ＲＩＺＡＰは、本件役務に係る「＼＼１回たった１０分で／／理想の白い歯へ」と

称する自社ウェブサイトの表示内容を自ら決定している。 

イ ＲＩＺＡＰは、本件役務の提供に関し、別表２「表示媒体・表示箇所」欄記載のＩ

ｎｓｔａｇｒａｍと称するＳＮＳ（以下「Ｉｎｓｔａｇｒａｍ」という。）内のアカ

ウントを保有する者に対し、対価を提供することを条件に、本件役務についてＩｎ

ｓｔａｇｒａｍに投稿を依頼することなどにより、本件役務に係るＩｎｓｔａｇｒ

ａｍ内の表示内容を自ら決定している。 

⑷ア ＲＩＺＡＰは、本件役務を一般消費者に提供するに当たり、例えば、令和６年３月

２８日及び同月２９日に、「＼＼１回たった１０分で／／理想の白い歯へ」と称する

自社ウェブサイトにおいて、「追加料金なしで 全サービスも２４時間使い放題！」、

「ボディメイクや美容ケアはもちろん、リラクゼーションやワーキングスペースも

好きな時にご利用可能です！」等と表示するなど、別表２「表示期間」欄記載の期間

に、同表「表示媒体・表示箇所」欄記載の表示媒体・表示箇所において、同表「表示

内容」欄記載のとおり表示することにより、あたかも、本件役務のうち同表「サービ

スの種類」欄記載の各サービスについて、１日２４時間のうち、いつでも又は好きな

時に利用できるかのように示す表示をしていた。 

イ 実際には、本件役務のうち別表２「サービスの種類」欄記載の各サービスについて、

利用できる最大の合計時間数は同表「利用できる合計時間数」欄記載の時間数であっ

て、１日２４時間のうち、いつでも又は好きな時に利用できるものではなかった。 

 

３ 法令の適用 

前記事実によれば、ＲＩＺＡＰは、自己の供給する本件役務の取引に関し、本件役務の
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内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すことによ

り、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれが

あると認められる表示をしていたものであり、この表示は、景品表示法第５条第１号に該

当するものであって、かかる行為は、同条の規定に違反するものである。 

 

４ 法律に基づく教示 

⑴ 行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第８２条第１項の規定に基づく教示 

この処分について不服がある場合には、行政不服審査法第２条、第４条及び第１８条

第１項の規定に基づき、正当な理由があるときを除き、この処分があったことを知った

日の翌日から起算して３か月以内に、書面により消費者庁長官に対し審査請求をする

ことができる。 

（注） 行政不服審査法第１８条第２項の規定により、正当な理由があるときを除き、

処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、処分

の日の翌日から起算して１年を経過したときは、審査請求をすることができな

くなる。 

⑵ 行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１３９号）第４６条第１項の規定に基づく教示 

訴訟により、この処分の取消しを求める場合には、行政事件訴訟法第１１条第１項及

び第１４条第１項の規定に基づき、この処分があったことを知った日の翌日から起算

して６か月以内に、国（代表者法務大臣）を被告として、この処分の取消しの訴えを提

起することができる。 

（注１） 行政事件訴訟法第１４条第２項の規定により、正当な理由があるときを除

き、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっ

ても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過すると、この処分の取消し

の訴えを提起することができなくなる。 

（注２） 行政事件訴訟法第１４条第３項の規定により、正当な理由があるときを除

き、審査請求をして裁決があった場合には、この処分の取消しの訴えは、その

裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起すること

ができる。ただし、正当な理由があるときを除き、その裁決があったことを

知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、その裁決の日の翌日か

ら起算して１年を経過すると、この処分の取消しの訴えを提起することがで

きなくなる。 
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別表１ 

サービス 

セルフホワイトニング 

セルフ脱毛 

デスクバイク 

セルフネイル 

セルフエステ 

マッサージチェア 

ゴルフ 

ワークスペース 
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別
表
２
 

表
示
期
間
 

表
示
媒
体
・
表

示
箇

所
 

表
示
内
容
 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類
 

利
用
で
き
る
合
計
時
間
数
 

令
和

６
年

３

月
２

８
日

及

び
同

月
２

９

日
 

「
＼

＼
１

回
た

っ
た

１
０

分
で

／
／

理
想

の
白

い
歯

へ
」

と
称

す
る

自
社

ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト
 

・
全
店
使
い
放
題

 

・「
セ
ル
フ
ホ
ワ
イ
ト
ニ
ン
グ
 
い
つ
で
も
気
軽
に
歯
の
ホ
ワ
イ
ト

ニ
ン
グ
」
 

・「
１
回
た
っ
た
の
１
０
分
。
休
日
や
仕
事
終
わ
り
で
も
好
き
な
時

間
に
通
え
る
！
」
 

・「
＼
＼
チ
ョ
コ
ザ
ッ
プ
な
ら
／
／
 
空
い
た
時
間
で
カ
ン
タ
ン
お

手
入
れ
」
 

・
「
追
加
料
金
な
し
で
 
全
サ
ー
ビ
ス
も
２
４
時
間
使
い
放
題
！
」
 

・「
ボ
デ
ィ
メ
イ
ク
や
美
容
ケ
ア
は
も
ち
ろ
ん
、
リ
ラ
ク
ゼ
ー
シ
ョ

ン
や

ワ
ー

キ
ン

グ
ス

ペ
ー

ス
も

好
き

な
時

に
ご

利
用

可
能

で

す
！

」
 

・
セ

ル
フ
ネ

イ
ル
の

機
器
を
使

用
し

て
い

る
画
像

及
び

「
セ

ル
フ

ネ
イ

ル
 

デ
ザ

イ
ン
数

は
３
９

７
種

！
ア
ル

フ
ァ
ベ

ッ
ト
や

数

字
も

重
ね

て
プ

リ
ン
ト

可
能
だ

か
ら

推
し
ネ

イ
ル
だ

っ
て
で

き

ち
ゃ
う
！
」
 

・
女

性
が

セ
ル

フ
脱

毛
の
機

器
を

使
用
し

て
い
る

画
像

及
び

「
セ

ル
フ

脱
毛

 
プ

ロ
仕
様

の
本
格

脱
毛

マ
シ
ン

が
使
い

放
題
。

自

分
の

ペ
ー

ス
で

、
全
身

ム
ダ
毛

レ
ス

な
ツ
ル

す
べ
肌

を
目
指

せ

る
！
」
 

・
女
性
が
セ
ル
フ
エ
ス
テ
の
機
器
を
使
用
し
て
い
る
画
像
及
び
「
セ

ル
フ

エ
ス

テ
 

大
手
サ

ロ
ン
採

用
の

高
機
能

エ
ス
テ

マ
シ
ン

で

気
に

な
る

部
分

を
引
き

締
め
＆

シ
ェ

イ
プ
ア

ッ
プ
！

顔
も
カ

ラ

ダ
も
ケ
ア
可
能
◎
」
 

セ
ル
フ
ホ
ワ
イ
ト
ニ
ン
グ
 

５
時
間
 

セ
ル
フ
脱
毛
 

７
時
間
 

デ
ス
ク
バ
イ
ク
 

７
時
間
４
０
分
 

セ
ル
フ
ネ
イ
ル
 

８
時
間
２
０
分
 

 

セ
ル
フ
エ
ス
テ
 

１
４
時
間
４
０
分
 

マ
ッ
サ
ー
ジ
チ
ェ
ア
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表
示
期
間
 

表
示
媒
体
・
表

示
箇

所
 

表
示
内
容
 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類
 

利
用
で
き
る
合
計
時
間
数
 

・
目

を
閉
じ

て
い
る

人
の
顔
が

光
っ

て
い

る
イ
ラ

ス
ト
及
び

「
セ

ル
フ
エ
ス
テ
」
 

・
人
の
脚
が
光
っ
て
い
る
イ
ラ
ス
ト
及
び
「
セ
ル
フ
脱
毛
」
 

・
歯
が
光
っ
て
い
る
イ
ラ
ス
ト
及
び
「
セ
ル
フ
ホ
ワ
イ
ト
ニ
ン
グ
」 

・
爪
に
ネ
イ
ル
を
施
し
て
い
る
イ
ラ
ス
ト
及
び
「
セ
ル
フ
ネ
イ
ル
」 

・
パ

ソ
コ
ン

が
置
か

れ
て
い
る

デ
ス

ク
の

イ
ラ
ス

ト
及
び
「

ワ
ー

ク
ス
ペ
ー
ス
」
 

・
エ
ク
サ
サ
イ
ズ
バ
イ
ク
の
イ
ラ
ス
ト
及
び
「
デ
ス
ク
バ
イ
ク
」
 

・
イ
ス
の
イ
ラ
ス
ト
及
び
「
マ
ッ
サ
ー
ジ
チ
ェ
ア
」
 

・
ゴ

ル
フ
カ

ッ
プ
の

側
に
ゴ
ル

フ
ボ

ー
ル

が
あ
る

イ
ラ
ス
ト

及
び

「
ゴ
ル
フ
練
習
場
」
 

（
別
添
写
し
１
）
 

ゴ
ル
フ
 

１
６
時
間
 

ワ
ー
ク
ス
ペ
ー
ス
 

令
和

６
年

２

月
１

６
日

か

ら
同

年
６

月

２
４

日
ま

で

の
間
 

Ｉ
ｎ

ｓ
ｔ

ａ
ｇ

ｒ
ａ

ｍ
内

の
「
●
●

●
●

●
●

●
●
」

と
称

す
る

ア
カ

ウ
ン

ト
の

投
稿
 

・
本

件
役
務

を
提
供

す
る
店
舗

の
入

り
口

及
び
女

性
の
画
像

、
女

性
が

セ
ル

フ
エ

ス
テ
の

機
器
を

使
用

す
る
画

像
、
セ

ル
フ
エ

ス

テ
の

機
器

を
手

に
持
っ

て
い
る

画
像

、
セ
ル

フ
エ
ス

テ
の
機

器

の
画

像
並

び
に

セ
ル
フ

エ
ス
テ

ル
ー

ム
及
び

セ
ル
フ

脱
毛
ル

ー

ム
の
画
像
と
共
に
、「

最
近
、
気
に
な
っ
て
た
『
ｃ
ｈ
ｏ
ｃ
ｏ
ｚ

ａ
ｐ
（
ち
ょ
こ
ザ
ッ
プ
）
）
」
、「

私
も
初
体
験
し
て
き
た
よ
」
、「

ど

ん
な
と
こ
ろ
か
と
い
う
と
２
４
時
間
、
ジ
ム
や
エ
ス
テ
・
脱
毛
が

好
き
な
時
に
利
用
出
来
る
無
人
の
ジ
ム
。
」、
「
＃
ｃ
ｈ
ｏ
ｃ
ｏ
ｚ

ａ
ｐ
」
、「

＃
ち
ょ
こ
ザ
ッ
プ
」、
「
＃
エ
ス
テ
」
、「

＃
セ
ル
フ
エ
ス

テ
」
、
「
＃
脱
毛
」
及
び
「
＃
セ
ル
フ
脱
毛
」

 
（
別
添
写
し
２
－
１
及
び
別
添
写
し
２
－
２
）
 

セ
ル
フ
脱
毛
 

 

７
時
間
 

 

セ
ル
フ
エ
ス
テ
 

 

１
４
時
間
４
０
分
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消表対第７４９号 

令和６年８月８日 

 

ＲＩＺＡＰ株式会社 

代表取締役 瀬戸 健 殿 

 

消費者庁長官 新井 ゆたか       

                           （公印省略） 

不当景品類及び不当表示防止法第７条第１項の規定に基づく措置命令 

貴社は、貴社が運営する「ｃｈｏｃｏＺＡＰ」と称する店舗において供給する役務（以下

「本件役務」という。）の取引について、不当景品類及び不当表示防止法（昭和３７年法律

第１３４号。以下「景品表示法」という。）第５条の規定により禁止されている同条第３号

の規定に基づく「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」

（令和５年内閣府告示第１９号）に該当する不当な表示を行っていたので、同法第７条第１

項の規定に基づき、次のとおり命令する。 

 

１ 命令の内容 

 ⑴ 貴社は、貴社が一般消費者に提供する本件役務に係る表示に関して、次に掲げる事項

を速やかに一般消費者に周知徹底しなければならない。この周知徹底の方法について

は、あらかじめ、消費者庁長官の承認を受けなければならない。 

ア(ｱ) 貴社は、本件役務を一般消費者に提供するに当たり、第三者に対し、対価を提供

することを条件に、本件役務についてＩｎｓｔａｇｒａｍと称するＳＮＳ（以下

「Ｉｎｓｔａｇｒａｍ」という。）に投稿を依頼したことによって当該第三者が投

稿した表示を貴社が依頼した投稿であることを明らかにせずに抜粋するなどして、

例えば、令和６年３月２８日に、「セルフでも簡単！毎日をもっとキレイに！ 完

璧つるすべ肌へ 業務用脱毛マシン採用」と称する自社ウェブサイトの「ＳＮＳで

も話題！絶賛の口コミ続々」との表示箇所において、サングラスをかけた女性がセ

ルフ脱毛の機器を使用する画像と共に、「気になっていた『ｃｈｏｃｏＺＡＰ』つ

いに入会しちゃった」、「なんと完全個室のセルフ脱毛が使い放題 ！！←これに

かなり惹かれた感ある」、「しかも服装自由・シューズの履き替え不要で来たまま

の服装でメチャクチャ気軽に通える！」、「＠●●●●●●●●●」、「※個人の

感想です。」等と表示するなど、別表「表示期間」欄記載の期間に、同表「表示

媒体・表示箇所」欄記載の表示媒体・表示箇所において、同表「表示内容」欄記載

のとおり表示をしていたことから、当該表示は、貴社が供給する本件役務の取引に

別添２ 

※別添写しについては、添付を省略しています。 
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ついて行う表示（以下「事業者の表示」という。）であると認められること。 

(ｲ) 前記(ｱ)の表示は、表示内容全体から一般消費者にとって事業者の表示であるこ

とが明瞭になっているとは認められないことから、当該表示は、一般消費者が事

業者の表示であることを判別することが困難であると認められる表示に該当する

ものであったこと。 

イ 前記アの表示は、事業者の表示であって、一般消費者が事業者の表示であることを

判別することが困難であると認められるものであって、本件役務の取引に関する事

項について一般消費者に誤認されるおそれがあるものであり、景品表示法に違反す

るものであること。 

⑵ 貴社は、今後、本件役務又はこれと同種の役務の取引に関し、前記⑴アの表示と同様

の表示が行われることを防止するために必要な措置を講じ、これを貴社の役員及び従

業員に周知徹底しなければならない。 

⑶ 貴社は、今後、本件役務又はこれと同種の役務の取引に関し、前記⑴アの表示と同様

の表示を行うことにより、自己の供給する役務の取引について行う表示であって、一般

消費者が当該表示であることを判別することが困難であると認められる表示をしては

ならない。 

⑷ 貴社は、前記⑴に基づいて行った周知徹底及び前記⑵に基づいてとった措置につい

て、速やかに文書をもって消費者庁長官に報告しなければならない。 

 

２ 事実 

⑴ ＲＩＺＡＰ株式会社（以下「ＲＩＺＡＰ」という。）は、東京都新宿区西新宿八丁目

１７番１号に本店を置き、フィットネスクラブ業等を営む事業者である。 

⑵ ＲＩＺＡＰは、本件役務を自ら一般消費者に提供している。 

⑶ア ＲＩＺＡＰは、本件役務を一般消費者に提供するに当たり、第三者に対し、対価を

提供することを条件に、本件役務についてＩｎｓｔａｇｒａｍに投稿を依頼したこ

とによって当該第三者が投稿した表示をＲＩＺＡＰが依頼した投稿であることを明

らかにせずに抜粋するなどして、例えば、令和６年３月２８日に、「セルフでも簡単！

毎日をもっとキレイに！ 完璧つるすべ肌へ 業務用脱毛マシン採用」と称する自

社ウェブサイトの「ＳＮＳでも話題！絶賛の口コミ続々」との表示箇所において、サ

ングラスをかけた女性がセルフ脱毛の機器を使用する画像と共に、「気になっていた

『ｃｈｏｃｏＺＡＰ』ついに入会しちゃった」、「なんと完全個室のセルフ脱毛が使

い放題 ！！←これにかなり惹かれた感ある」、「しかも服装自由・シューズの履き

替え不要で来たままの服装でメチャクチャ気軽に通える！」、「＠●●●●●●●●

●」、「※個人の感想です。」等と表示するなど、別表「表示期間」欄記載の期間

に、同表「表示媒体・表示箇所」欄記載の表示媒体・表示箇所において、同表「表示

内容」欄記載のとおり表示をしていたことから、ＲＩＺＡＰは、本件役務に係る同表
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「表示内容」欄記載の表示内容の決定に関与しているものであり、当該表示は事業者

の表示と認められる。 

イ 前記アの表示は、表示内容全体から一般消費者にとって事業者の表示であること

が明瞭になっているとは認められないことから、当該表示は、一般消費者が事業者の

表示であることを判別することが困難であると認められる表示に該当するもので

あった。 

 

３ 法令の適用 

前記事実によれば、ＲＩＺＡＰは、事業者の表示であって、一般消費者が当該表示であ

ることを判別することが困難であると認められる表示をしていたものであり、この表示

は、景品表示法第５条第３号の規定に基づく「一般消費者が事業者の表示であることを判

別することが困難である表示」に該当するものであって、かかる行為は、同条の規定に違

反するものである。 

 

４ 法律に基づく教示 

⑴ 行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第８２条第１項の規定に基づく教示 

この処分について不服がある場合には、行政不服審査法第２条、第４条及び第１８条

第１項の規定に基づき、正当な理由があるときを除き、この処分があったことを知った

日の翌日から起算して３か月以内に、書面により消費者庁長官に対し審査請求をする

ことができる。 

（注） 行政不服審査法第１８条第２項の規定により、正当な理由があるときを除き、

処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、処分

の日の翌日から起算して１年を経過したときは、審査請求をすることができな

くなる。 

⑵ 行政事件訴訟法（昭和３７年法律第１３９号）第４６条第１項の規定に基づく教示 

訴訟により、この処分の取消しを求める場合には、行政事件訴訟法第１１条第１項及

び第１４条第１項の規定に基づき、この処分があったことを知った日の翌日から起算

して６か月以内に、国（代表者法務大臣）を被告として、この処分の取消しの訴えを提

起することができる。 

（注１） 行政事件訴訟法第１４条第２項の規定により、正当な理由があるときを除

き、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっ

ても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過すると、この処分の取消し

の訴えを提起することができなくなる。 

（注２） 行政事件訴訟法第１４条第３項の規定により、正当な理由があるときを除

き、審査請求をして裁決があった場合には、この処分の取消しの訴えは、その

裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起すること

3



ができる。ただし、正当な理由があるときを除き、その裁決があったことを

知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、その裁決の日の翌日か

ら起算して１年を経過すると、この処分の取消しの訴えを提起することがで

きなくなる。 

 

4



別
表
 

表
示
期
間
 

表
示
媒
体
・
表
示
箇
所
 

表
示
内
容
 

令
和

６
年

１
月

２

９
日
、
同
年
２
月
７

日
、
同
月
１
４
日
、

同
月
２
１
日
、
同
月

２
６
日
、
同
月
２
９

日
、

同
年

３
月

６

日
、
同
月
１
３
日
、

同
月

２
１

日
及

び

同
月
２
７
日
 

「
ｃ

ｈ
ｏ

ｃ
ｏ

Ｚ
Ａ

Ｐ
」

と
称

す

る
自

社
ウ

ェ
ブ

サ
イ

ト
の

「
お

客

様
の
声
」
と
の
表
示
箇
所
 

・
女

性
が

店
舗

内
で

座
っ

て
い

る
画

像
と

共
に

、
「

こ
う

い
う

ジ
ム

系
始

め
て

て
ド

キ
ド

キ
し

た
け

ど
黙

々
と

自
分

の

ペ
ー
ス
で
出
来
る
か
ら
い
」、
「
２
４
時
間
通
い
放

題
だ
か
ら
」
、「

早
朝
で
も
い
い
し
仕
事
の
ス
キ
マ
時
間
に
も
出
来

る
 
も
ち
ろ
ん
夜
中
で
も
い
い
ん
だ
よ
」、
「
子
供
が
寝
た
後
旦
那
さ
ん
に
み
て
て
も
ら
っ
て
１
人
で
ち
ょ
こ
っ
と
走

り
に
行
っ
た
り
も
い
い
！
」、
「
す
ご
い
ー
！
」
及
び
「
＠
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
」
 

・
女
性
が
店
舗
内
で
エ
ク
サ
サ
イ
ズ
バ
イ
ク
を
使
用
す
る
画
像
と
共
に
、「

大
阪
市
内
に
も
増
え
て
て
、
う
ち
の
近
く
に

出
来
た
と
き
は
マ
マ
友
内
で
話
題
に
な
っ
た
わ
 
ｗ
」、
「
始
め
る
決
め
手
に
な
っ
た
の
は
≪
セ
ル
フ
エ
ス
テ
使
い
放

題
≫
あ
る
っ
て
聞
い
た
か
ら
～
」
、「

産
後
全
く
へ
っ

こ
ま
な
い
お
腹
め
が
け
て
グ
ル
グ
ル
当
て
て
き
た
～
 
ｗ
ｗ
」
、

「
ジ
ム
初
心
者
で
人
見
知
り
の
私
に
は
、
ジ
ム
で
ト

レ
ー
ナ
ー
さ
ん
に
機
械
の
使
い
方
教
え
て
も
ら
う
の
と
か
ハ
ー

ド
ル
高
い
っ
て
ず
っ
と
思
っ
て
て
ん
」
、「

チ
ョ
コ

ザ
ッ
プ
な
ら
、
ア
プ
リ
で
使
い
方
の
動
画
と
か
見
な
が
ら
、
ひ
と

り
で
気
兼
ね
無
く
で
き
る
か
ら
い
い
わ
～
」
及
び
「
＠
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
」
 

（
別
添
写
し
１
）
 

令
和

６
年

１
月

３

０
日
、
同
年
２
月
２

１
日

、
同

月
２

６

日
、
同
月
２
９
日
、

同
年
３
月
６
日
、
同

月
１
３
日
、
同
月
２

１
日

及
び

同
月

２

７
日
 

「
ｃ

ｈ
ｏ

ｃ
ｏ

Ｚ
Ａ

Ｐ
」

と
称

す

る
自

社
ウ

ェ
ブ

サ
イ

ト
の

「
み

ん

な
の

ｃ
ｈ

ｏ
ｃ

ｏ
Ｚ

Ａ
Ｐ

活
用

術

▼
お

客
様

の
声

 
ｃ

ｈ
ｏ

ｃ
ｏ

Ｚ

Ａ
Ｐ

の
活

用
術

や
体

験
談

を
ご

紹

介
し
ま
す
！
」
と
の
表
示
箇
所
 

・
男

性
が

店
舗

内
で

エ
ク

サ
サ

イ
ズ

バ
イ

ク
を

使
用

す
る

画
像

と
共

に
、
「

ス
テ

イ
ホ

ー
ム

で
ナ

マ
ッ

た
カ

ラ
ダ

を
夏

に
向
け
て
引
き
締
め
ま
す
」、
「
ジ
ム
に
行
き
始
め
て
気
付
い
た
の
が
、
こ
の
マ
シ
ン
は
結
構
で
き
る
け
ど
、
こ
の
マ

シ
ン
は
全
然
だ
め
だ
！
っ
て
感
じ
で
、
マ
シ
ン
を
使
う
事
で
自
分
の
弱
い
部
分
を
発
見
で
き
ま
し
た
！
」
、「

着
替
え

る
必
要
が
な
い
の
で
仕
事
帰
り
や
出
掛
け
た
つ
い
で
に
行
け
る
の
も
で
イ
イ
で
す
」
及
び
「
＠
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
」
 

・
女
性
が
店
舗
内
で
立
っ
て
い
る
画
像
と
共
に
、「

ピ
ラ
テ
ィ
ス
も
通
っ
て
る
け
ど
月
２
と
か
な
の
で
、
隙
間
時
間
に
運

動
し

た
い

な
ー

と
思

っ
て

！
！

！
」
、
「
（

運
動

は
嫌

い
だ

か
ら

極
力

し
た

く
な

か
っ

た
ん

だ
け

ど
、

 
移

動
に

な
っ

て
か
ら
更
に
運
動
不
足
す
ぎ
て
嫌
い
と
か
言
っ
て
ら
れ
な
く
な
り
ま
し
た
←
）
」、
「
ひ
た
す
ら
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
」、
「
こ

の
日

は
内

腿
も

鍛
え

て
み

ま
し

た
！

！
！

！
」
、
「

セ
ル

フ
エ

ス
テ

に
セ

ル
フ

脱
毛

も
で

き
る

か
ら

女
性

の
方

も
沢

山
」
、
「
頑
張
っ
て
痩
せ
た
い
と
思
い
ま
す
←
」
及
び
「
＠
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
」
 

・
サ

ン
グ

ラ
ス

を
か

け
た

女
性

が
セ

ル
フ

脱
毛

の
機

器
を

使
用

す
る

画
像

と
共

に
、
「

ウ
ォ

ー
キ

ン
グ

以
外

運
動

を
あ

ま
り
し
な
い
私
で
も
始
め
や
す
い
！
と
思
っ
た
の
と
、
な
ん
と
完
全
個
室
の
セ
ル
フ
エ
ス
テ
＆
セ
ル
フ
脱
毛
が
使
い

放
題
 
！
！
←
こ
れ
に
か
な
り
惹
か
れ
た
感
あ
る
」
及
び
「
＠
●
●
●
●
●
●
●
●
●
」
 

・
女

性
が

セ
ル

フ
エ

ス
テ

の
機

器
を

手
に

持
っ

て
い

る
画

像
と

共
に

、
「

セ
ル

フ
エ

ス
テ

の
お

店
は

最
近

流
行

っ
て

て

ち
ょ
こ
ち
ょ
こ
聞
く
ん
で
す
が
、
こ
の
マ
シ
ン
が

使
え
て
月
額
２
９
８
０
円
っ
て
業
界
初
や
な
い
！
？
」
、「

女
性
に

5



表
示
期
間
 

表
示
媒
体
・
表
示
箇
所
 

表
示
内
容
 

は
嬉
し
い
よ
ね
」
、「

む
し
ろ
セ
ル
フ
エ
ス
テ
目
当
て
っ
て
方
も
多
い
ら
し
い
ん
や
け
ど
、
ジ
ム
も
服
装
自
由
 
靴
の

履
き
替
え
も
不
要
 
な
の
で
、
仕
事
帰
り
に
立
ち
寄

れ
る
手
軽
さ
が
す
ご
く
気
に
入
っ
て
三
日
坊
主
の
私
も
通
え
て

ま
す
」
及
び
「
＠
●
●
●
●
●
●
●
●
●
」
 

・
女
性
が
店
舗
内
で
座
っ
て
い
る
画
像
と
共
に
、「

服
装
自
由
、
シ
ュ
ー
ズ
履
き
替
え
不
要
な
の
で
ス
キ
マ
時
間
に
通
う

こ
と
が
で
き
ま
す
。
私
も
子
ど
も
た
ち
の
送
迎
の
合
間
に
通
っ
て
い
ま
す
」
及
び
「
＠
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
」
 

・
女

性
が

店
舗

内
で

座
っ

て
い

る
画

像
と

共
に

、
「

こ
う

い
う

ジ
ム

系
始

め
て

て
ド

キ
ド

キ
し

た
け

ど
黙

々
と

自
分

の

ペ
ー
ス
で
出
来
る
か
ら
い
い
」
、「

２
４
時
間
通
い
放
題
だ
か
ら
」
、「

早
朝
で
も
い
い
し
仕
事
の
ス
キ
マ
時
間
に
も
出

来
る
」
、「

も
ち
ろ
ん
夜
中
で
も
い
い
ん
だ
よ
」
、「

子
供
が
寝
た
後
旦
那
さ
ん
に
み
て
て
も
ら
っ
て
１
人
で
ち
ょ
こ
っ

と
走
り
に
行
っ
た
り
も
い
い
！
」
、
「
す
ご
い
ー
！
」
及
び
「
＠
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
」
 

・
女
性
が
店
舗
内
で
飲
み
物
を
飲
み
な
が
ら
座
っ
て
い
る
画
像
と
共
に
、「

パ
ー
ソ
ナ
ル
受
け
始
め
て
３
ヶ
月
、
自
主
ト

レ
も
し
て
い
き
た
い
な
と
思
っ
て
い
た
の
で
、
全

国
ど
の
店
舗
で
も
利
用
出
来
る
と
聞
き
、
登
録
し
て
い
た
こ
ち
ら

に
」
、
「

私
の

よ
う

に
あ

っ
ち

こ
っ

ち
出

張
す

る
人

に
は

最
適

。
」
、
「

な
ん

と
服

装
自

由
・

シ
ュ

ー
ズ

履
き

替
え

不

要
！
」
、「

若
い
女
性
や
近
所
の
奥
様
、
思
い
思
い
の
格
好
で
い
ら
し
て
い
て
、
私
も
気
を
張
ら
ず
に
マ
イ
ペ
ー
ス
に

過
ご

せ
ま

し
た

。
」
、
「

ス
ー

ツ
の

ジ
ャ

ケ
ッ

ト
脱

い
だ

メ
ン

ズ
が

ガ
シ

ガ
シ

腹
筋

し
て

て
な

ん
だ

か
と

き
め

き
ま

し

た
 
笑
」
及
び
「
＠
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
」
 

・
女
性
が
店
舗
内
で
エ
ク
サ
サ
イ
ズ
バ
イ
ク
を
使
用
す
る
画
像
と
共
に
、「

大
阪
市
内
に
も
増
え
て
て
、
う
ち
の
近
く
に

出
来
た
と
き

は
マ
マ
友
内

で
話
題
に
な

っ
た
わ
 
ｗ

」
、
「
始
め
る
決

め
手
に
な
っ

た
の
は
≪
セ

ル
フ
エ
ス
テ

使
い

放

題
≫
あ
る
っ
て
聞
い
た
か
ら
～
」
、
「
産
後
全
く
へ
っ

こ
ま
な
い
お
腹
め
が
け
て
グ
ル
グ
ル
当
て
て
き
た
～
 
ｗ
ｗ
」
、

「
ジ
ム
初
心

者
で
人
見
知

り
の
私
に
は

、
ジ
ム
で
ト

レ
ー
ナ
ー
さ

ん
に
機
械
の

使
い
方
教
え

て
も
ら
う
の

と
か

ハ
ー

ド
ル
高
い
っ

て
ず
っ
と
思

っ
て
て
ん
」
、
「
チ
ョ
コ
ザ

ッ
プ
な
ら
、

ア
プ
リ
で
使

い
方
の
動
画

と
か
見
な
が

ら
、
ひ

と

り
で
気
兼
ね
無
く
で
き
る
か
ら
い
い
わ
～
」
及
び
「
＠
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
」
 

・
女
性
が
店
舗
内
で
座
っ
て
い
る
画
像
と
共
に
、「

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
す
る
の
は
、
普
段
着
の
ま
ま
外
靴
の
ま
ま
で
も
ｏ
ｋ

っ
て
ゆ
ー
手

軽
さ
！
！
」
、
「
パ
パ
に
み

て
も
ら
っ
て

る
間
に
サ
ク

ッ
と
 
 
小

さ
い
お
子
さ

ん
が
い
て
自

分
時
間

が

な
か
な
か
取

れ
な
い
マ
マ

に
は
い
い
ん

じ
ゃ
な
い
か

な
ぁ
～
 
少

な
く
と
も
私

に
は
合
っ
て

る
」
及
び
「

＠
●

●
●

●
●
●
●
●
●
●
」
 

（
別
添
写
し
２
）
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表
示
期
間
 

表
示
媒
体
・
表
示
箇
所
 

表
示
内
容
 

令
和

６
年

１
月

２

９
日
、
同
年
２
月
７

日
、
同
月
１
４
日
、

同
月
２
２
日
、
同
月

２
６
日
、
同
月
２
９

日
、

同
年

３
月

６

日
、
同
月
１
３
日
、

同
月

２
１

日
及

び

同
月
２
７
日
 

「
ｃ

ｈ
ｏ

ｃ
ｏ

Ｚ
Ａ

Ｐ
」

と
称

す

る
自

社
ウ

ェ
ブ

サ
イ

ト
の

「
Ｓ

Ｎ

Ｓ
で

も
話

題
！

＼
ジ

ム
以

外
の

サ

ー
ビ

ス
も

大
好

評
！

／
」

と
の

表

示
箇
所
 

・
女
性
が
爪
を
見
せ
て
い
る
画
像
と
共
に
、
丸
型
の
ア
イ
コ
ン
の
写
真
と
共
に
「
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
」
、

「
明

日
か

ら
２

連
休

だ
し

ネ
イ

ル
で

も
し

ょ
う

っ
て

仕
事

帰
り

に
寄

っ
た

の
が

」
、
「

ｃ
ｈ

ｏ
ｃ

ｏ
Ｚ

Ａ
Ｐ

」
、
「

ぇ

っ
！
！
 
っ
て
な
る
ょ
ね
」、
「
今
注
目
さ
れ
て
る

チ
ョ
コ
ザ
ッ
プ
に
新
サ
ー
ビ
ス
誕
生
」
、「

待
ち
合
わ
せ
の
隙
間
時

間
に
」
、
「
ぉ
出
か
け
前
に
。。
。
」
及
び
「
運
動
す
る
だ
け
じ
ゃ
な
い
の
が
チ
ョ
コ
ザ
ッ
プ
の
す
ご
い
と
こ
」

 
・
女
性
が
セ
ル
フ
ホ
ワ
イ
ト
ニ
ン
グ
の
機
器
を
手
に
持
っ
て
い
る
画
像
と
共
に
、
丸
型
の
ア
イ
コ
ン
の
写
真
と
共
に
「
●

●
●
●
●
●

●
●
」
、
「
チ

ョ
コ
ザ
ッ
プ

で
新
し
く
セ

ル
フ
ホ
ワ
イ

ト
ニ
ン
グ
が

で
き
る
よ
う

に
な
っ
た
よ
」
、
「
セ

ル

フ
ホ
ワ
イ
ト

ニ
ン
グ
初
め

て
し
た
け
ど

こ
ん
な
に
気

軽
に
で
き
る

な
ん
て
す
ご

い
」
、
「
脱
毛

や
セ
ル
フ
エ

ス
テ
と

同

じ
よ
う
に
ア

プ
リ
か
ら
予

約
で
き
て
、

キ
ャ
ン
セ
ル

も
簡
単
」
及

び
「
急
な
キ

ャ
ン
セ
ル
で

も
キ
ャ
ン
セ

ル
料

と
ら

れ
な
い
と
こ
ろ
も
い
い
笑
」

 
・
女
性
が
セ
ル
フ
エ
ス
テ
の
機
器
を
使
用
す
る
画
像
と
共
に
、
丸
型
の
ア
イ
コ
ン
の
写
真
と
共
に
「
●
●
●
●
●
●
●

●
」
、「

私
も
初
体
験
し
て
き
た
よ
」
、「

ど
ん
な
と
こ
ろ
か
と
い
う
と
２
４
時
間
、
ジ
ム
や
エ
ス
テ
・
脱
毛
が
好
き
な

時
に
利
用
出
来
る
無
人
の
ジ
ム
。
」、
「
ア
プ
リ
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
、
登
録
す
れ
ば
ス
タ
ー
ト
出
来
ま
す
！
」
及
び

「
エ
ス
テ
や
脱
毛
は
個
室
だ
か
ら
事
前
に
ア
プ
リ
で
予
約
が
必
要
だ
け
ど
ジ
ム
は
、
隙
間
時
間
に
ふ
ら
っ
と
立
ち
寄

っ
て
好
き
な
時
に
好
き
な
だ
け
利
用
出
来
る
っ
て
い
う
嬉
し
い
シ
ス
テ
ム
」

 
（
別
添
写
し
３
）
 

令
和

６
年

３
月

２

８
日
 

「
セ

ル
フ

で
も

簡
単

！
毎

日
を

も

っ
と

キ
レ

イ
に

！
 

完
璧

つ
る

す

べ
肌

へ
 

業
務

用
脱

毛
マ

シ
ン

採

用
」

と
称

す
る

自
社

ウ
ェ

ブ
サ

イ

ト
の

「
Ｓ

Ｎ
Ｓ

で
も

話
題

！
絶

賛

の
口

コ
ミ

続
々

」
と

の
表

示
箇

所

（
２
箇
所
）
 

・
サ
ン
グ
ラ
ス
を
か
け
た
女
性
が
セ
ル
フ
脱
毛
の
機
器
を
使
用
す
る
画
像
と
共
に
、「

気
に
な
っ
て
い
た
『
ｃ
ｈ
ｏ
ｃ
ｏ

Ｚ
Ａ
Ｐ
』
つ
い
に
入
会
し
ち
ゃ
っ
た
」
、「

な
ん
と
完
全
個
室
の
セ
ル
フ
脱
毛
が
使
い
放
題
 
！
！
←
こ
れ
に
か
な
り

惹
か
れ
た
感
あ
る
」
、「

し
か
も
服
装
自
由
・
シ
ュ
ー

ズ
の
履
き
替
え
不
要
で
来
た
ま
ま
の
服
装
で
メ
チ
ャ
ク
チ
ャ
気

軽
に
通
え
る
！
」
、
「
＠
●
●
●
●
●
●
●
●
●
」
及
び
「
※
個
人
の
感
想
で
す
。」

 

・
セ
ル
フ
脱
毛
の
機
器
を
手
に
持
っ
て
い
る
画
像
と
共
に
、「

チ
ョ
コ
ザ
ッ
プ
と
い
え
ば
、
Ｃ
Ｍ
で
も
話
題
の
Ｒ
Ｉ
Ｚ
Ａ

Ｐ
監
修
の
ジ
ム
。
近
所
に
あ
る
の
で
文
字
通
り
ち
ょ
こ
ち
ょ
こ
通
っ
て
ま
す
笑
」
、「

機
械
の
使
用
方
法
も
簡
単
だ
し
、

分
か
ら
な
く
な
っ
た
ら
動
画
で
確
認
が
で
き
ま
す
。
セ
ル
フ
だ
か
ら
手
軽
だ
し
、
気
負
わ
な
く
て
良
い
か
ら
続
け
ら

れ
ま
す
！
個
室
だ
か
ら
他
の
人
の
目
が
気
に
な
ら
な
く
て
、
三
日
坊
主
の
私
も
一
月
か
ら
始
め
て
な
ん
だ
か
ん
だ
続

い
て
い
ま
す
よ
」
、
「
＠
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
」
及
び
「
※
個
人
の
感
想
で
す
。
」
 

（
別
添
写
し
４
）

 
「

家
事

の
合

間
 

会
社

帰
り

 

短
期

集
中

に
毎

日
頑

張
る

カ
ラ

ダ

・
女
性
が
セ
ル
フ
エ
ス
テ
の
機
器
を
手
に
持
っ
て
い
る
画
像
及
び
「
＠
●
●
●
●
●
●
●
●
●
」
と
の
記
載
と
共
に
、

「
セ
ル
フ
エ
ス
テ
の
お
店
は
最
近
流
行
っ
て
て
ち
ょ
こ
ち
ょ
こ
聞
く
ん
で
す
が
、
こ
の
マ
シ
ン
が
使
え
て
月
額
２
９

7



表
示
期
間
 

表
示
媒
体
・
表
示
箇
所
 

表
示
内
容
 

を
癒

し
て

美
ボ

デ
ィ

＆
美

肌
へ

」

と
称

す
る

自
社

ウ
ェ

ブ
サ

イ
ト

の

「
・

Ｕ
Ｓ

Ｅ
Ｒ

 
Ｖ

Ｉ
Ｃ

Ｅ
・

＼

Ｓ
Ｎ

Ｓ
で

も
話

題
！

／
絶

賛
の

口

コ
ミ

続
々

」
及

び
「

・
Ｕ

Ｓ
Ｅ

Ｒ
 

Ｖ
Ｉ

Ｃ
Ｅ

・
＼

Ｓ
Ｎ

Ｓ
で

も
話

題
！

／
は

じ
め

る
人

急
増

中
！

」

と
の
表
示
箇
所
 

８
０

円
っ

て
業

界
初

や
な

い
！

？
女

性
に

は
嬉

し
い

よ
ね

仕
事

帰
り

に
立

ち
寄

れ
る

手
軽

さ
が

す
ご

く
気

に
入

っ

て
三
日
坊
主
の
私
も
通
え
て
ま
す
。
」
 

・
女
性
が
セ
ル
フ
エ
ス
テ
の
機
器
を
顔
に
当
て
て
い
る
画
像
及
び
「
＠
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
」
と
の
記
載
と

共
に

、
「

２
４

時
間

通
い

放
題

だ
か

ら
早

朝
で

も
い

い
し

仕
事

の
ス

キ
マ

時
間

に
も

出
来

る
」
、
「

も
ち

ろ
ん

夜
中

で

も
い
い
ん
だ
よ
」
及
び
「
ス
タ
ッ
フ
さ
ん
は
本
当
に
い
な
く
て
無
人
！
顔
面
の
口
元
横
が
私
本
当
に
気
に
な
る
か
ら

引
き
上
げ
な
が
ら
ケ
ア
し
て
ま
す
」
 

・
女
性
が
セ
ル
フ
エ
ス
テ
の
機
器
を
腕
に
当
て
て
い
る
画
像
及
び
「
＠
●
●
●
●
●
●
●
●
●
」
と
の
記
載
と
共
に
、

「
ま
ず
、
店
舗
は
シ
ン
プ
ル
で
綺
麗
」
、「

服
装
自
由
、
シ
ュ
ー
ズ
履
き
替
え
不
要
な
の
で
、
私
服
の
ま
ま
や
り
ま
し

た
」
、「

そ
し
て
、
セ
ル
フ
エ
ス
テ
も
し
て
み
た
」
、「

気
に
な
る
二
の
腕
」
、「

キ
レ
イ
に
な
ー
れ
」
及
び
「
超
初
心
者

や
と
や
り
方
理
解
し
た
り
す
る
の
に
、
少
し
時
間
か
か
る
け
ど
、
通
い
放
題
や
し
、
問
題
な
い
か
と
」
 

・
「
※
個
人
の
感
想
で
す
。
」
 

・
女
性
が
セ
ル
フ
エ
ス
テ
の
機
器
を
手
に
持
っ
て
い
る
画
像
及
び
「
＠
●
●
●
●
●
●
●
●
●
」
と
の
記
載
と
共
に
、

「
気
に
な
っ
て
い
た
『
ｃ
ｈ
ｏ
ｃ
ｏ
ｚ
ａ
ｐ
』
つ
い
に
入
会
し
ち
ゃ
っ
た
」
、「

な
ん
と
完
全
個
室
の
セ
ル
フ
エ
ス
テ

が
使
い
放
題
 
！
！
←
こ
れ
に
か
な
り
惹
か
れ
た
感
あ
る
」
及
び
「
月
額
２
，
９
８
０
円
（
税
込
で
３
，
２
７
８
円
）

で
２
４
時
間
通
い
放
題
 
し
か
も
服
装
自
由
・
シ
ュ
ー
ズ
の
履
き
替
え
不
要
で
来
た
ま
ま
の
服
装
で
運
動
で
き
る
と

は
メ
チ
ャ
ク
チ
ャ
気
軽
に
通
え
る
！
」
 

・
女
性
が
セ
ル
フ
エ
ス
テ
ル
ー
ム
で
立
っ
て
い
る
画
像
及
び
「
＠
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
」
と
の
記
載
と
共
に
、

「
最
近
Ｃ
Ｍ
で
よ
く
見
か
け
る
よ
ね
～
」、
「
う
ち
の
近
く
に
出
来
た
と
き
は
マ
マ
友
内
で
話
題
に
な
っ
た
わ
 
ｗ
」
、

「
産
後
全
く
へ
っ
こ
ま
な
い
お
腹
め
が
け
て
グ
ル
グ
ル
当
て
て
き
た
～
 
ｗ
ｗ
」
及
び
「
ち
ょ
こ
ざ
っ
ぷ
な
ら
、
ア

プ
リ
で
使
い
方
の
動
画
と
か
見
な
が
ら
、
ひ
と
り
で
気
兼
ね
無
く
で
き
る
か
ら
い
い
わ
～
」
 

・
女
性
が
イ
ス
に
座
っ
て
い
る
画
像
及
び
「
＠
●
●
●
●
●
●
●
●
●
」
と
の
記
載
と
共
に
、「

私
も
通
い
始
め
ま
し
た

ー
」
、「

最
近
本
当
み
ん
な
通
っ
て
る
よ
ね
？
！
」
、「

思
っ
た
よ
り
店
舗
が
た
く
さ
ん
あ
っ
て
仕
事
帰
り
に
ふ
ら
っ
と

寄
っ
て
ま
す
」、
「
し
っ
か
り
ウ
ェ
ア
を
着
て
く
と
き
も
あ
る
け
ど
、
仕
事
帰
り
の
私
服
で
も
寄
れ
る
の
が
嬉
し
い
」

及
び
「
２
４
時
間
３
６
５
日
利
用
で
き
て
月
額
２
，
９
８
０
円
っ
て
す
ご
す
ぎ
る
」
 

（
別
添
写
し
５
）
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表
示
期
間
 

表
示
媒
体
・
表
示
箇
所
 

表
示
内
容
 

令
和

６
年

３
月

２

８
日

及
び

同
月

２

９
日
 

「
＼

＼
１

回
た

っ
た

１
０

分
で

／

／
理

想
の

白
い

歯
へ

」
と

称
す

る

自
社

ウ
ェ

ブ
サ

イ
ト

の
「

チ
ョ

コ

ザ
ッ

プ
 

セ
ル

フ
ホ

ワ
イ

ト
ニ

ン

グ
 

話
題

沸
騰

中
！

」
と
の

表
示

箇
所
 

・
女
性
が
セ
ル
フ
ホ
ワ
イ
ト
ニ
ン
グ
の
機
器
を
手
に
持
っ
て
い
る
画
像
並
び
に
ハ
ー
ト
の
マ
ー
ク
、
吹
き
出
し
の
マ
ー

ク
及

び
紙

飛
行

機
の

マ
ー

ク
と

共
に

、
「

セ
ル

フ
ホ

ワ
イ

ト
ニ

ン
グ

初
め

て
し

た
け

ど
こ

ん
な

に
気

軽
に

で
き

る
な

ん
て
す
ご
い
」、
「
脱
毛
や
セ
ル
フ
エ
ス
テ
と
同
じ
よ
う
に
ア
プ
リ
か
ら
予
約
で
き
て
キ
ャ
ン
セ
ル
も
簡
単
」
、「

急
な

キ
ャ
ン
セ
ル
で
も
キ
ャ
ン
セ
ル
料
と
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
も
い
い
笑
」
及
び
「
＠
●
●
●
●
●
●
●
●
」

・
「
※
個
人
の
感
想
で
す
。
」

 
（
別
添
写
し
６
）
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